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令和７年度第２回新潟市南区地域福祉アクションプラン推進委員会 会議概要 

 

日 時  令和８年３月９日（月） 午後２時 00分～午後４時 00 分 

会 場  新潟市南区役所 ４階 講堂 
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午後２時 00 分 開会 

事務局  これより、令和７年度第２回南区地域福祉アクションプラン推進委

員会を開催いたします。 

 本日の進行を務めさせていただきます、南区健康福祉課の地引と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 なお、本日の会議は、後ほど会議録を作成する関係上、録音させて

いただきますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、開会にあたりまして、南区健康福祉課長の小林よりごあいさ

つ申し上げます。 

健康福祉課長  皆様、こんにちは。本日はお忙しい中こちらの会にお集まりいただ

きまして、誠にありがとうございます。ようやく春めいてきたかなと

思いましたら、朝、雪が舞うなど、まだ少し気候の寒暖差があります

が、皆様方、お元気でお過ごしのことと存じます。 

 さて、皆様ご承知のとおり、南区地域福祉アクションプランですが、

南区における子育て支援、障がい者福祉、高齢者介護者支援、地域づ

くりといった福祉分野ごとに関連するさまざまな施策を取りまとめた

分野別計画と、区内各地域の生活課題の解決策を見いだすために、南

区社会福祉協議会のもと、区民、福祉活動主体、福祉事業者などが協

力して策定する地区別計画の二つの計画を総称したものでございま

す。 

 本日のこの委員会の役割ですが、分野別計画の進行状況や評価を報

告し、必要に応じて提言を行うこと、また地区別計画の各地域におけ

る進行状況を報告し、その内容がすべての地区に共有され、計画のさ

らなる推進につなげることとなっております。本日の会議ですが、主

に今年度の取組みの進捗状況や評価について事務局側より説明いたし

ます。委員の皆様からは、ご意見、ご提言をいただき、次年度、令和

８年度の計画に活かしていきたいと思っておりますので、ぜひ闊達な

ご意見をお願いいたします。 

 なお、現在のアクションプランでございます、皆様の任期も２年目

もちょうど終わるということですが、今、第３期計画として来年度、

2026 年までの計画で一区切りということになっております。本来です

と、令和８年度につきましては、次期の第４期の計画策定に向けて準

備を進めていくことになりますが、現在、策定方針などを市全体でま

だ検討している最中でございます。また決まりましたら、新年度にな

りますが、機会を設けて皆様方にご説明させていただきたいと思って

おります。 
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 それでは、本日も長時間になりますが、皆様から忌憚のないご意見

をちょうだいしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局  続きまして、南区社会福祉協議会の小林事務局長よりごあいさつ申

し上げます。 

南区社会福祉協

議会事務局長 

 改めまして、皆様、こんにちは。南区社会福祉協議会事務局長の小

林と申します。今ほど小林課長からもお話がありましたとおり、今回

は今年度の評価という部分を中心に、皆様方からご審議いただければ

と思っております。限られた時間になってしまいますが、皆様からさ

まざまな意見、忌憚のないご意見をいただければと思っておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

 青木委員長はじめ、皆様方、ご多用のところではございますが、こ

のようにご出席いただきましたこと、大変感謝申し上げます。それで

は、どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局  それでは、本日の資料の確認をさせていただきます。まず、事前に

お送りし、本日お持ちいただいたものですが、右上に資料１と表示さ

れております「令和７年度南区地域福祉アクションプラン分野別計画

進行管理表」でございます。それから、資料２「令和７年度南区地域

福祉アクションプラン地区別計画評価表」、以上の２点でございます。

予備がございますので、お忘れの方がいらっしゃいましたらお声掛け

いただけたらと思いますが、いかがでしょうか。 

 次に、本日配布の資料についてです。３点ございます。１点目が次

第、それから２点目が委員名簿、それから３点目が座席表になります。

お手元にございますでしょうか。 

 なお、委員名簿のほうをご覧いただいて、本日、そこに記されてい

るところで、遠藤委員、それから小武内委員、それから笠原委員、そ

れから本間委員は欠席となっているかと思います。それからご連絡は

ないのですけれども、真柄委員、それから小武内委員の下の藤井委員、

ご欠席の予定になっておりますので、よろしくお願いします。 

 以上、資料の確認になりますが、よろしかったでしょうか。 

 それでは、委員長より今後の議事の進行をお願いしたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

青木委員長  かしこまりました。皆さん、こんにちは。 

 では、私から次第に従って議事を進めさせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

 最初に議事の（１）番目になりますが、南区地域福祉アクションプ

ランの分野別計画における令和７年度の取組みと評価ということで、
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資料１に基づいて事務局より説明をいただきたいと思います。では、

よろしくお願いいたします。 

事務局  議事の（１）の令和７年度の分野別の取組みと評価につきましては、

資料１を基に説明させていただきます。計画どおりに進めることがで

きなかった箇所や課題などを中心にご説明したいと思います。分野別

計画は４分野ありますけれども、一度にご説明しますと長くなります

ので、半分ずつ説明して、その都度ご意見、ご質問を受けたいと思い

ます。まず、子ども・子育て分野、それから障がい者・生活困窮者分

野について、それぞれ担当よりご説明申し上げます。 

事務局  南区健康福祉課こども支援担当の柏森と申します。子ども・子育て

支援分野についてご説明させていただきます。資料１、令和７年度南

区地域福祉アクションプラン分野別計画進行管理表の１ページをお開

きください。 

 分野別計画子ども・子ども支援、基本目標「安心して産み子育てで

きるまち」、（１）「妊娠期からの切れ目ない支援」について、令和

７年度の計画、取組みの主なものについてご説明いたします。 

 具体的な取り組み・事業の一つ目「多様な手法による子育て情報の

発信」では、股関節検診等の各種健診や育児相談会、新生児訪問など

の機会を利用し、子育てに関する情報を発信しました。 

 二つ目「子育て中の保護者同士の交流促進、ネットワークづくり」

では、子育て支援リーダー、愛称子育て応援ジャーみなみにより子育

て広場を 53 回開催し、延べ 930 人の参加の見込みです。また、公民館

とともに行った乳児期家庭教育学級２講座では、27 組の参加がありま

した。 

 続いて、取組みの三つ目「訪問・相談事業の強化」と四つ目「支援

の必要な妊産婦への支援」では、妊娠期からマタニティナビゲーター

や地区担当保健師、助産師が妊婦への連絡を行い、出産後も継続して

支援を行いました。また、育児不安のある産婦に早期にかかわり、す

べての赤ちゃんに家庭訪問を実施しました。 

 次に（２）「地域で支えるゆとりある子育てへの支援」についてで

す。取組みの二つ目「地域住民全体で子どもを育む意識の向上」では、

南区の子育て支援について、令和７年６月に地域で考える情報交換会

を開催して、地域の皆様と情報交換を行いました。 

 ２ページ目をお開きください。取組みの二つ目「子育て支援リーダ

ー、ボランティアの育成と活動の支援」では、子育て支援リーダース

キルアップ研修を８回実施し、子育て広場開催に必要な知識の習得等、
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リーダーの育成支援を行いました。 

 （３）「子育て支援施設の充実」についてです。取組みの一つ目「子

育て中の親子の居場所の確保（再掲）」では、つくし園利用者数は 4,647

人と前年以上となる見込みですが、児童館、児童センターは 9 万 8，

111 人と前年の 92パーセント程度になる見込みです。前年の利用者数

との差は 10 パーセント未満であったため、評価はＡとしております。

引き続き児童館、児童センターの魅力の発信に取り組み、居場所を周

知していきたいと考えております。 

 取組みの二つ目「児童館・地域子育て支援センターによるネットワ

ークの構築」では、児童館運営協議会や支援センター会議を通じて関

係機関の情報共有、意見交換を行うことでネットワークのさらなる強

化を図ります。 

 以上で、子ども・子育て支援分野の説明を終わります。 

事務局  続いて、障がい者福祉分野になります。 

事務局  南区健康福祉課障がい福祉係の高澤と申します。障がい者・生活困

窮者支援分野の令和７年度実績についてご説明いたします。３ページ

をご覧ください。 

 「障がいのある人もない人も安心して暮らせるまち」を基本目標と

して、（１）「福祉サービス利用の相談体制充実」、（２）「障がい

のある人と地域との交流」、（３）「自立支援体制の充実」の三つを

柱に取り組みました。 

 （１）の「福祉サービス利用の相談体制充実」の一つ目は、「基幹

相談支援センターの充実」について広く周知を図るものです。同セン

ターは、地域における相談支援の中核的な役割を果たすものと位置づ

けられていることから、学校や園、障がい関連事業所に関係機関合同

研修会で周知したほか、広く区だよりなどで広報を行いました。また、

同センターが主催する相談支援事業所連絡会やグループホーム連絡会

を通じて関係者の連携強化、スキルアップを図りました。いずれも計

画通りであり、評価をＡとしております。 

 （２）の「障がいのある人と地域との交流」につきましては、地区

社会福祉協議会の事業の中で障がい者との交流や訪問を通じ、顔の見

える関係をつくることができました。また、小中高の総合的な学習の

中で福祉や障がいに関する講話を行いました。いずれも計画どおりで

あり、評価をＡとしております。 

 （３）の「自立支援体制の充実」の一つ目ですが、障がい者地域自

立支援協議会を計画のとおり４回開催いたしました。協議会では、児
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童ワーキング、地域生活支援拠点ワーキングの二つの部会を設置して

おり、南区の地域課題である障がい児の早期支援や家族支援、障がい

者間のネットワークづくりなどについて検討を進めました。 

 また、二つ目ですが、南区社会福祉協議会の事業で南区地域福祉ネ

ットワーク会議を２回開催し、地域と事業所のつながりをつくること

により新たな助け合いのきっかけとなりました。 

 下から３番目の「生活困窮者の就労支援」ですが、就労支援対象者

の７人に対し就職者は３人であり、計画の 50 パーセントには若干届か

なかったため、評価はＢといたしました。 

 次の「生活困窮者の相談支援」は、令和７年度は新規で 47 件の相談

を受け、そのうち 10 件では生活困窮者自立支援制度の各事業を活用し

ました。また、活用に至らなかった相談者に対しても、関係機関と連

携して支援を継続しています。併せて南区支援会議を運営し、専門職

が連携してよりよい支援ができるよう、ネットワークづくりを行いま

した。 

 以上で、障がい者・生活困窮者支援分野の取組みについての説明を

終わります。 

青木委員長  ありがとうございました。では、今ほど説明がありました子育て分

野と、障がい者・生活困窮者分野について、ここ、特に切れ目という

か、区切れ目は入れませんので、子育て、障がい者、また生活困窮分

野、どこのページからでも構いませんので、ご質問、またご意見等が

ございましたら、挙手をいただきたいと思います。議事録を今作って

いる関係もございますので、お名前と所属等も併せてご発言をいただ

きたいと思います。では、いかがでしょうか。どちらからでもけっこ

うでございますが。では、仲野委員、お願いします。 

仲野委員  茨曽根の推進委員の仲野と申します。子育て支援のところで一つ質

問があります。 

 一番目に「多様な手法による子育て情報の発信」という取組みみが

ございますが、これは、今、情報の発信ということですけれども、ど

ういう手段で対象のママさん方に発信しているのか。例えば手紙を送

っているというのも一つだと思いますし、今、こういう時代ですから、

携帯電話の例えばライン等で情報を送るとか、いろいろなツールがこ

の時代ですからあるかと思うのですが、実際にどういう手段で情報発

信されているのか、その辺を確認したいと思います。 

青木委員長  では、事務局、お願いできますでしょうか。 

事務局  健康増進係の岩見と申します。 
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 市から保護者、お子さんへの情報発信の方法はいろいろありますが、

ここに書いてあることに関して申し上げますと、健診の場面では問診

と健診が終わった最後の指導のお話のところで必ず一組に一人専門職

が付いてお話の聞き取りとか個別相談をしますので、主にここで言っ

ている情報発信というのは、１対１の個別のお話の中でその人が知り

たいことに対してお教えする、例えば離乳食のこととか、遊び場のこ

とだとか、保育園の入園の仕方とか、そういう個々のご相談に応じた

ことを情報発信しているのが一つです。あとは、配布物がそれぞれに

ありますので、その配布物の中で皆さんに同じ情報が行き渡るように、

セットしたいろいろなチラシをお配りしています。 

 新生児訪問のところでは、すべての赤ちゃんのところに必ず家庭訪

問を２回を目安に行っていますので、そこもやはり家庭にお邪魔した

ときに、個別の相談があれば、それに対して相談にのる形で、情報発

信という表現をしておりますが、個別相談にのっているというような

実態です。 

仲野委員  ありがとうございます。了解いたしました。 

 私の感覚としては、けっこう役所側から一方的な情報発信で終わっ

ているのかと、それにしてはこれだけたくさん、大勢の方が集まって

いらっしゃるなという認識だったものですから、個別訪問ということ

で、個別にフォローされているということで、非常に重要なことだな

と思いますので、どうもありがとうございました。 

青木委員長  ありがとうございました。これは、計画の中の項目なので情報発信

と、これは変えられないのですか。今、仲野委員がおっしゃったとお

り、これをぱっと見る限りでは、広く区民に向かってみたいなことで、

私も深く読まなければＳＮＳも使っているのかなと思ったら、実際の

ところは１対１の個別の対応だということが今の説明で分かりまし

た。その辺は、次期計画の表し方も必要かなと思いますけれども、少

し事務局で念頭に置いていただきたいと思います。 

 では、ほかにいかがでしょうか。青木委員、お願いします。 

青木（昭）委員  公募委員の青木です。 

 ３ページ目です。３ページ目の下から三つ目、それから二つ目とい

うことで、生活困窮者の就労支援、相談支援という内容です。確認な

のですけれども、この就労支援、それから相談支援、承知している分

母というか、人員はどのくらいいらっしゃるのでしょうかということ

と、それから６年度の実績の中で相談件数が 66 件、就労支援対象者 12

件というのは、66 件の相談があったうちで就労支援者が 12 名いたと
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いう解釈なのかどうか、それぞれの就労支援と相談支援の分母の数は

どうなのかなというところです。 

青木委員長  では、事務局、お願いできますでしょうか。 

事務局  保護係の田中と申します。私から説明させていただきます。 

 まず、就労支援の対象者、相談の対象者の母数というか、何名把握

しているかというところですが、こちらに書かせていただいているの

は、新規相談件数が令和７年度は 47 件、就労支援対象者が７件という

形で、支援が必要な人がどれだけいるかというところまでは把握でき

ておりませんが、相談として来た件数が新規でこの数あったというと

ころになります。 

 ２点目の就労支援の対象者と相談件数の数についてですが、新規相

談件数、令和７年度は 47件ありましたが、その中で就労支援対象にな

ったのが７件丸々あるかと言われるとそういうわけではないと思って

います。あくまでも新規相談者数が 47件になっていまして、継続して

いる相談の中で就労支援の対象となった方が７人いらっしゃるという

形になりますので、新規の中、また継続の方合わせて７人の就労支援

対象者がいらっしゃったという数字になっています。 

青木委員長  いかがですか。 

青木（昭）委員  分母は分からないということですね。分かりました。 

青木委員長  今、大事なところを青木委員から指摘していただきました。私も、

いわゆる事務局の自己評価としてＢ評価、生活困窮者の就労支援の部

分ですね。お一人お一人、皆就労に就くためのプロセスは一人ひとり

違いますので、いわゆる十羽ひとからげにできない部分ですね。です

から単純に、例えば対象者が７人いて、７人ともうまく仕事に結びつ

いた、100 パーセントよかったよかったということなのか、それとも

例えば今回の場合だと半分の３人ですから、50パーセントに満たない

から評価はＢだということになるのですけれども、ここが地域福祉活

動計画といいますか、このアクションプランのいわゆる評価の難しい

ところで、数字に表れてこない論点が確実にありますよね。この３人

の方はうまく結びついた、では残りの４人の人は何もしていなかった

のかどうかというのはこの数字の中では分からないし、あとはその４

人の人も努力はしたのだけれども結果的にはつながらなかったかもし

れないし、その辺がよく分からない点があるので、そのご苦労の部分

が数字の中には見えないところ、これがこの地域福祉活動計画や地域

福祉計画の難しいところなのですね。とは言え、何も評価基準みたい

なものを表さないで感覚的にやってしまうと、どうしても手前味噌み
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たいな計画評価になってしまうので、どうしても目標を数字として上

げていかなければならないということはありますので、そういうとこ

ろも少し裏といいますか、思いも馳せながらこの計画を読んでいただ

けるとよろしいのかなと。そういうところを今青木委員からご指摘い

ただいたところで、気づかされたところもございますので、ぜひとも

皆様方も数字も大事なのですが、その数字の隙間といいますか、数字

に隠れた部分も少し思いを馳せながら伺いいただけるとありがたいな

と思っております。ありがとうございます。 

 では、ほかにいかがでしょうか。どういうことでもけっこうでござ

います。 

古川委員  質問というか、私の認識不足、私も個人的に、昨年、新生児訪問を

受けて、新潟市の場合は２回ですか、訪問していただいて、話による

と他市では１回しかしていないところもあると聞いたので、とても２

回という訪問、さらに必要な方もいらっしゃると思うのですが、協力

していただきたいと思いました。 

 それから、困窮者というところで、私、少し認識不足なのですが、

ここでは関係ないかもしれないけれども、フードバンク的なことは南

区独自でそういう常設のところは、福祉センターでしているみたいな

ことを聞いたのですが、その辺を少し、もし南区独自でフードバンク

的なことをして貧困者の救済を、関係ないかもしれないのですけれど

も、その辺を少しお伺いできたらと思います。 

青木委員長  では、事務局、フードバンクの取組み、南区はどうなっているかと

いうご質問でございますが、いかがでしょうか。 

事務局  保護係の田中です。 

 フードバンクについてですが、区のほうで設置しているというもの

はこれまでございませんが、フードバンクにいがた南というところで

南区の方を主な対象としたフードバンクというものが立ち上がって、

必要な家庭に食糧支援だったりとかをしているというのは聞いており

ます。 

青木委員長  よろしいでしょうか。ありがとうございます。こういうご質問でも

本当にありがたいです。改めて地域の社会資源を皆で知るという機会

は大事ですので、全然関係なくなくて生活困窮者の話ですから、フー

ドバンクはどんぴしゃりですので、どうぞそういうご質問もたくさん

いただきたいと思います。 

 では、ほかにいかがでしょうか。 

池田委員  根岸の池田です。 
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 だっちもない質問だと思うのですけれども、１ページ目の「妊娠期

からの切れ目のない支援」の真ん中辺りで、評価Ａで文句を言うこと

もないと思うのですけれども、「子育て中の保護者同士の交流促進、

ネットワークづくり」のコメント欄に、６年度野外交流会で 11家族、

計画の７年度は 10 家族、実施は抽選のうえで 12 家族という解釈をし

たのですけれども、何人の方が出たいということになって、何人の方

がはねられたのか。交流会だから、野外ということになれば 10家族に

止めなくても、Ａ班、Ｂ班で 20 家族くらいできるのではないのかな

と。申込みをして抽選のうえ外れた数、可哀そうだな、どうだったの

だろうなと思って、合致のない質問で申し訳ないですけれども、白根、

南区、あまり人数の増加もないし、いろいろな子育てしている方たち

がいるのに抽選で外れたというのは可哀そうだなと思ったので、その

辺を聞きたいなと思いまして、よろしくお願いします。 

青木委員長  では、事務局、お願いいたします。 

事務局  家族交流会についてですけれども、農家の方の畑をお借りしてサツ

マイモを育てていただき、そちらをイモ堀りということで家族で交流

していただくということでやっております。面積とかの関係がござい

まして、どうしても限られてしまうものなのですけれども、応募状況

といたしましては、応募総数が 53組ございました。そのうち南区の方

が 28 組で、南区以外からもたくさん応募をいただいて 25 組から応募

いただいております。当初、10組で募集をかけていたのですけれども、

結果 15 組の当選をさせていただいてお知らせしております。たくさん

いらっしゃったので南区の方を中心に、中心というか、南区を限定し

て選ばせていただいております。参加の 12組なのですが、残念ながら

３組は体調が不良とかというところで、ご都合ができたということで

キャンセルいただいての参加 12 組ということで、結果としては 15 組

当選させていただいたのですけれども 12 組の参加がございましたと

いうことでございます。 

青木委員長  というご説明ですが、いかがですか。申し込んだら全部引き受けて

もらいたいなという気持ちですよね。 

池田委員  サツマイモとは分からなくて、芝生の上なら 20、30 組、どこかの公

園で何かやれたのかなという先入観があったものですから、……。 

青木委員長  であれば、イモ堀りではない別のプログラムを考えていただくとか、

区外の人も申込みがあったということでありますが、やはり南区の事

業ですので、南区の区民を優先してということで配慮をいただいたよ

うですが、この辺も次年度のプログラムでしょうか、その中身を、こ
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れが 100 人、200 人となると話は別ですけれども、でも 53 組希望があ

るというのはすごく注目度が高いのかなということもありますので、

できる限り申し込んだ人、希望者はすべて引き受けられるような何か

知恵を働かせていただきたいと、池田委員、そういう思いでしょうか。

少し代弁させていただきました。ありがとうございます。 

 では、ほかにいかがでしょうか。 

泉委員  先ほどの方、庄瀬の方がフードバンクのことをお話しになったので、

私も初めて公に小林でこども食堂ですか、去年、皆で対象の方を集め

て何かしたいという話が出たのですけれども、その会はまだ１回しか

していないのですけれども、以前、大通で子どもさんを集めてこども

食堂をやっているというのは私は個人的に友達から聞いていたのです

けれども、庄瀬は大人の方というか、一人家族というか、一人世帯の

人にお弁当を配るとかをやったというのですけれども、ほかに地区で

何かそういうことをやっておられる方もいらっしゃると思うのですけ

れども、少しお伺いしたいのですけれども。それこそお話が違って申

し訳ないのですが、お願いします。 

青木委員長  では、南区内でのこども食堂の取組みの現状のようなもの、事務局

のほうで情報共有できますでしょうか。皆が顔を見合わせていますけ

れども、社会福祉協議会はどうでしょうか。 

社会福祉協議会  南区社協の荏原です。南区内で定期的に行われているところが大通

の１か所です。月に１回やっておられます。そのほかにライオンズで

すとか、あと先ほどお名前が出てきましたが、フードバンクにいがた

南でも親子食堂というふうに開催されているようなのですが、そちら

は不定期とお話を聞いています。ライオンズは、夏休みですとか、春

休み、冬休みというところで年３回だったと思いますが、開催されて

おりました。情報としては、そのような形です。 

青木委員長  よろしいでしょうか。新潟市のみならず、今、こども食堂が本当に

全国に広がりを見せています。いろいろ目的はあります。当初、子ど

もの孤食、子どもが一人で夕飯を食べたり、例えば長期の休みとか、

親が仕事に行っているときに自宅で一人になるなどということもあっ

て、それが今度は変な差別につながらないように、いわゆるこども食

堂に来ている子どもというのは、いわゆる生活が苦しい家庭の子ども

なのだというレッテルを貼られては困るので、広く広く子どもさんを

受け入れて、今度は子どもだけではなくて、今度は一人暮らしのお年

寄りも含めてなどということで、どんどん形を変えながら広がりを見

せていますので、今後、南区においてもそういう取組みがさらに広が
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る、これは誰かが音頭を取ってやるということが一番長続きすると思

いますので、動きがあったらぜひ推進委員の皆様方も側面支援してい

ただきたいと思います。 

 あとほかはいかがでしょうか。では、特にないようですので、では、

事務局に一旦お返ししたいと思います。 

事務局  それでは、続きまして高齢者福祉・介護者福祉分野になります。 

事務局  南区健康福祉課高齢介護担当の川瀬と申します。高齢者介護者支援・

健康寿命の延伸の取組みについてご説明いたします。４ページをご覧

ください。 

 「高齢者も安心して暮らせるまち」を基本目標に、（１）「高齢者・

介護者を見守り支え合うしくみづくり」、（２）認知症対策と在宅医

療に対する理解の推進」、（３）「健康寿命の延伸」の三つの目標を

掲げ取組みを進めてまいりました。 

 一つ目の目標「高齢者・介護者を見守り支え合うしくみづくり」の

うち「地域全体で高齢者を見守る体制の構築」について、ふれあい・

いきいきネットワーク事業の利用団体数は１団体で、また地域のネッ

トワークを活用した配食サービスを提供し、高齢者の栄養改善や安否

確認を行いました。 

 次に「支え合いのしくみづくりの深化・推進」及び「高齢者の総合

相談窓口『地域包括支援センター』の周知」の取組みにつきましては、

計画に対して達成したものと評価し、Ａ評価といたしました。新規の

茶の間の開設が１件、ニーズのある地域に対して移動茶の間の支援活

動を行いました。また、「ともに生き支え合う南区地域づくりフォー

ラム」は子育て支援をテーマに開催し、幅広い年代が活躍できる地域

づくりや子どもたちを真ん中に添えた取組みについて３団体から発表

していただき、これらの発表を通じて地域活動のさらなる推進につな

がる機会となりました。次の「地域包括支援センター」の周知につき

ましては、10月に大型小売店で開催しました出張相談会では、関係機

関と協力し、健康チェックや何でも相談を行いました。 

 次の「地域ケア会議を活用した関係機関のネットワーク構築」の取

組みにつきましては、会議を開催し、地域の助け合い活動に参加して

いる方の困りごと、ニーズを把握、今後の連携について話し合いを行

い、また地域において自分の立場でできること、期待されていること

を再確認し、関係者同士の連携がスムーズに支援につながることを改

めて認識しました。それぞれの課題や個別の問題の解決に向けて、関

係者間で情報共有が図れた点を評価しＡ評価といたしました。 
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 続きまして二つ目の目標「認知症対策と在宅医療に対する理解の推

進」についてです。上から三つ目、「認知症の理解を深め、介護者を

支える地域づくり」についてですが、南区だより９月７日号に認知症

の特集記事を掲載、10 月には認知症カフェ 10 周年イベントを開催し

ました。関係機関からの協力を得て、当日は 88名の参加があり、歌や

子どもたちのフラダンス、体操などで大いに賑わいました。また、認

知症サポーター養成講座を開催、働く世代や子どもたちに対して認知

症への理解を深める活動を行いました。そのほか、介護教室、認知症

予防出前講座を含め、令和７年度は認知症について重点的に取り組み、

そのことを評価して認知症関連の項目はいずれもＡ評価といたしまし

た。 

 在宅医療の普及、啓発については、区内の関係者のネットワークと

協働して、２月に白根学習館のホールで「幸せの方を向いて生きる」

と題し、自分が最後に望むあり方を今から考えることをテーマに講座

を開催しました。270 人の受講があり、その内容も多くの方からご好

評をいただき、在宅医療や今後の意思決定について考える機会を提供

することができました。 

 次に（３）「健康寿命の延伸」についてです。取組みの一つ目は「ミ

ニドッグ型集団健診の実施ですが、これは健診を受けたことがない方

が健診を受けるきっかけとなるように実施しています。手紙や電話で

の受診勧奨を行いましたが自主的な予約が少なく、合計 135 名の受診

でした。来年度も定員に近い予約数が入るよう、働きかけを続けてい

きます。また、この受診者の約７割が要受診の判定となっていますの

で、この方々が受けっ放しで終わらず、きちんと医療機関を受診し、

生活習慣病に移行しないよう治療し、毎年度継続した健診受診につな

がるように、周知や指導を行っていきます。 

 続いて「はかろう体重！あるこう南区！大作戦」についてです。記

録カードの提出数が目標に達せずＢですが、初めて参加した人は増加

しました。健康づくりに関する講座の実施については、概ね目標のと

おり開催して、参加者も増加傾向です。 

 最後に「地区の健康づくり活動の推進」についてです。地区の集ま

り等の場で健康教育を 33回実施しました。今後は、未実施のコミ協地

区が生じないよう、全地区での実施を目指します。 

 以上で、高齢者介護者支援・健康寿命の延伸についての説明を終わ

ります。 

事務局  続きまして、地域づくり分野になります。 
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事務局  それでは、地域づくり分野について、南区社会福祉協議会の後藤と

申します。よろしくお願いいたします。 

 ページは、６ページをご覧ください。今年度もそれぞれの目標に合

わせた地域づくりを進めるために、社会福祉協議会としての活動、事

業を行いましたので、主な取組みについてご報告いたします。 

 まず一つ目「地域のボランティアや福祉活動の情報発信と活動支援」

についてです。上から４段目です。「ボランティア養成講座の開催と

活動の場の紹介」では、計画では２回、１回は福祉講座を行いました。

実施させていただき、もう１回はこども食堂をテーマにしたボランテ

ィアきっかけづくりの講座の開催を計画していましたが、南区内で先

ほども少しお話ししましたが、実際に活動できるこども食堂がまだ少

なく、具体的な活動の場が想定できなかったため、今回は開催は見送

らせていただきましたところです。そのために、Ｃ評価ということに

しております。 

 その下、「総合的な学習の時間をはじめとした福祉教育の充実」に

ついてです。新たにユニバーサルデザインと知的障がいの新しい体験

プログラムを作成したこともあって、いろいろな選択肢が増えたこと

も鑑みまして、当初予定よりも多くの総合学習で福祉教育を取り上げ

ていただく授業が増えました。 

 続きまして七つ目「ボランティア活動支援」についてということで、

社協だよりの合併号に、４月号、９月号ではボランティア団体を活動

別に分け、写真付きで紹介しております。内容が分かりやすくなった

ことで活動のイメージが広がって、依頼件数の増加にもつながったと

評価しております。 

 その下、「災害ボランティアの育成」についてということで、地域

防災学習、講義のほかに、災害ボランティアセンターの周知、理解を

目的に、活動の写真を紹介しながらリーフレットを用いて個別に説明

に回りました。地域の皆さんに伝わりやすいよう、分かりやすさを意

識しながらボランティアの理解に努めていたところです。 

 大きく２番目の「地域の茶の間・ふれあいいきいきサロン活動の支

援」のところになります。三つ目の「地域の茶の間の活動紹介や内容

メニューの冊子作成」についてです。支え合いのしくみづくり会議で

作成した講師派遣メニューを３月中に更新して、さらに南区社協のホ

ームぺージで公開することで、最新の情報と活用のしやすさを工夫し

ております。 

 その下、「地域の茶の間の立ち上げ支援」についてになります。計
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画では２団体としており、地域の茶の間の空白地域への働きかけ等を

行ったのですが、実際、地域の茶の間の立ち上げを希望する団体が少

ない現状もあって、１団体に留まったところです。 

 その下、「地域の茶の間の世代間交流会の開催」についてです。地

域の実情もありまして、計画よりも予定が１か所少ない９か所と実績

になっております。 

 続いて次のページをおめくりください。「関係機関と連携した地域

の茶の間の支援」についてということで、地域の茶の間の移動支援に

ついてです。地域の茶の間の支援としては継続して行っているのです

が、新たに課題として捉えた評価はしませんでしたので、今回大きい

ところの相談が上がってこないというところを鑑みて実績なしとさせ

ていただいています。 

 ３点目、「個別・地域課題の解決に向けた取り組み」についてとい

うことで、一つ目「ひきこもりに関する講座や家族の居場所、関係機

関連絡会などの開催」についてです。連絡会については、継続して開

催することで、移動などで職員が交替した場合でも新潟市のひきこも

り相談支援センターと関係機関とのつながりづくりの場となりまし

て、併せてそういうところの相談先の周知ということで関係者の連携

を図って実施しております。 

 二つ目、「買い物など移動支援の検討」についてになります。ある

一つの地区では、通院に関する課題が上がったことから、地域での仕

組みづくりについての検討会を実施したというところがございます。

五つの生活支援の団体の中を中心にした生活支援サービスサミットに

おいては、各地域で実施している活動を共有することを目的として開

催をいたしております。今回、南区の公共交通の現状について行政か

ら報告をいただくなど、地域課題に関する情報交換を行っております。 

 その下、「コミュニティソーシャルワーカー相談体制の充実」につ

いてになります。一人親世帯及び生活困窮世帯への食料支援では、食

品の受け取りの機会を通じて世帯が悩んでいる生活状況の確認や相談

につながるということで、機会として行っております。この事業、一

方コロナ禍から以前の生活に戻り、さまざまなこども食堂などの支援

団体も増えてきたことから、食料支援というところの事業は、今年度

をもって終了とさせていただいております。 

 以上で、社協として取り組んだ地域づくりの実績についてご説明い

たしました。一部停滞した取組みもありましたが、目標を上回るもの

もあり、概ね計画どおり実施できたかなと考えておりますが、ありが
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とうございました。以上で社協からの説明を終わります。 

事務局  健康福祉課地域福祉担当の山田と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。今ほどの７ページの下のほう、「避難行動要支援者に対

する支援の充実」をご覧ください。 

 「避難行動要支援者名簿と登録対象者の確認」につきましては、名

簿の管理が市の統一システムで行っておりまして、名簿登録の更新時

期は６月と 12月の年２回となっております。今年度も例年どおり年２

回行っております。これは、紙面で民生委員の皆様にお配りするもの

でありまして、登録は随時行っております。 

 次の対象者の意識づけにつきましては、年１回、例年 10月頃に、そ

の年に新たに登録要件に該当した方で登録されていない方に対し、民

生委員の皆様から個別に訪問していただき、制度の説明と名簿の登録

の支援をお願いしているところです。今年度も 10月に民生委員の皆様

より実施していただきました。そのほか、地域総務課において区だよ

りに制度周知の記事を１回、７月と１月に自主防災会の支援者向けに

制度の周知の文書を発送しております。以上の周知のほかに、令和７

年度につきましては、健康福祉課と地域総務課合同で重度障がい者の

名簿登録に当たって、地域の関係者と一緒に対象者の自宅に訪問し、

制度の周知を図りました。 

 要支援者の支援訓練については、情報収集訓練や避難誘導訓練など

の重要性の高い訓練と併せて、要支援者を想定した訓練が盛り込まれ

て行われた結果として 23 団体中 16 団体で実施されました。地域総務

課からは、引き続き制度周知並びに訓練の実施について周知を図って

いくとのことでした。引き続き地域との協働により、避難体制の確立

や避難行動要支援者の支援に向けて、地域総務課と協力して取り組ん

でまいりたいと思います。 

 以上で説明を終わります。 

青木委員長  ありがとうございました。それでは、今ほど高齢者福祉、介護支援

分野、あとは地域づくりの分野、この資料№１で言いますと、４ペー

ジから７ページまでのご説明を今いただいたところです。では、委員

の皆様方からご意見、ご質問等がありましたら、どうぞお手を挙げて

いただきたいと思います。では、西野委員、お願いします。 

西野委員  新潟市運動普及推進委員の西野です。よろしくお願いします。 

 高齢者関係、高齢者介護関係の件と地域づくりと、２か所、２点聞

きたいのですが、まず最初に、高齢者介護、ページ数で４ページの（１）

「支え合いのしくみづくりの深化」のところで評価がＡになっていま
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す。目標として参加者が 200 人計画しているところ、108 名の実績が

あったということで、人数からすると半数くらいなのですが、Ａにし

たのはほかの何かの影響があるのかお聞きいたします。 

 それから、５ページです。評価のところでＢのところが２か所あり

ますが、このＢの２か所のところについて、どういう判断でＢになっ

たのか、今後の対策をお尋ねいたします。これが終わってから、地域

づくりのほうもいたしたいと思います。 

青木委員長  では、最初に４ぺージの高齢者介護の見守りしくみづくりの二つ目

の項目、「支え合いのしくみづくりの深化と推進」のところの評価Ａ

となっている理由を、最初に事務局からお答えください。 

事務局  最初の質問のほうなのですけれども、２番目の「支え合いのしくみ

づくりの深化・推進」のところなのですけれども、フォーラムとして

の参加者は 108 名で計画の 200 人よりは半数ということで、満たして

はいないのですけれども、全体的な評価としまして 90 パーセント以上

達成しているということでＡ評価と判断いたしました。 

青木委員長  それから、今度は５ページですね。５ページ（３）の「健康寿命の

延伸」のところに２か所Ｂ評価をつけていらっしゃいますが、このＢ

評価の根拠といいますか、説明を西野委員は求めていらっしゃいます

が、ご説明いただけますでしょうか。 

事務局  健康増進係の岩見です。５ページ目の上から二つ目、「はかろう体

重！歩こう南区！大作戦」の目標に対して評価がＢの理由ですが、こ

の事業に参加した方が歩数を記録したカードを最後に出していただく

のですけれども、そのカードを出していただく方が計画では 1,000 人、

1,000 枚が目標でしたが、今年度提出された方が 677 枚ということで、

切り上げると約７割くらいということで、この表の一番上にあります

Ｂ判定が概ね 75 パーセントくらいということで、そこは一つＢからＣ

にかけてくらいの数字だったと思います。あとは、その下にもう一つ

計画のポイントがありまして、カードを出してくれた方のうち、初め

て参加したという人が、歩数が増加したという人が前年度より増える

というのをもう一つ目標に加えておりまして、そちらは初めて参加し

たという人が前年より増加したので、この提出枚数が 75パーセントを

切りましたけれども、初めて参加したという人は目標値を上回ったと

いうことで、相まってＢ判定と考えました。 

 では、続けて５ページ目の。次に移っていいでしょうか。もう一つ、

最後の質問の。 

事務局  地域保健福祉担当の天児と申します。一番下の「地区の健康づくり
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活動の推進」のＢ判定の理由なのですけれども、令和７年度の計画の

ところで全地区でコミ協単位で見てなのですけれども、実施するとい

うところで、南区ですと全地区 12地区になるのですけれども、そのう

ちの９地区でしか実施できなかったというところがありましたので、

Ｂ評価にさせてもらいました。今後については、こちらの動き、健康

教育の実施がなくてもやっていける団体なのかなということでは考え

ていたのですけれども、私どもが地域の状況を把握できていないとい

うところもございますので、来年度に関しては、全地区にお声掛けを

させていただいて、健康教育に入っていきたいと思っております。 

西野委員  ありがとうございました。５ページの一番下のところで、全 12 地区

あるところで３地区では実施されなかったということが実績のところ

で書かれていますが、幅広く実施していただければありがたいなと、

希望でございます。ありがとうございました。 

 次に、地域の関係で、やはり私が思うのは、６ページも７ページも

評価ところがどうしても気になるのです。Ｃのところが２か所、７ペ

ージのところではＤのところが２か所、これを、やはりＣとかＤを、

せいぜいほぼ達成のＢクラスに上げるのには、どういう取組みをした

らいいのだろうか。これは、南区だけが低いのか、それとも８区全体

が低いのか、お聞かせいただければありがたいです。 

青木委員長  ありがとうございます。では、６ページの地域づくり、ここは主に

社会福祉協議会でしょうか。ここのところのＣとかＤのところを今後

どのようにして改善していくのでしょうかというところ、少しご説明

いただけますでしょうか。 

社会福祉協議会  西野さん、どうもありがとうございます。今回、これを集計するに

当たって、実績に基づいて実際にこういう事実があったかないかとい

うところで評価基準を設けています。つまりそういうところを考える

と、実際に本当にこの計画の段階で正しい実施予定のものなのか、そ

の辺りからしっかり考えて、そこにつながる実績というのをもう少し

入念に計画していかなければいけないのかなと思っています。例えば

相談が上がらなかった、事業につながらなかったから実施なしではな

くて、数字ではない、目に見えない部分、その取り組みもしっかりあ

る程度、先ほどお話もいただいたので、そういうところを踏まえなが

らやっていきたいかなと思っています。 

 二つ目の、南区だけなのか、実際にほかの区はどうなのかというと

ころのあたりなのですが、これは正直恐らく８区の地区ごとで人口、

さまざまな高齢者、子ども、世帯状況、数、課題も異なってきており
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ますので、それは多分その地区ごとでの課題が出てくるかと思います。

今、私たちのほうで現状を考えると、南区ではこういう状況なのだよ

というところでお含みいただければと思います。頑張っていきたいと

思います。 

青木委員長  よろしいでしょうか。 

西野委員  ありがとうございました。 

青木委員長  ありがとうございます。それでは、地域づくりの６ページ以降のと

ころ、コメント・課題のところで空白が目立っています。口頭での説

明、補足はありましたけれども、できればここを埋めていただくとよ

り理解が進むのかなと思いますので、事務局、社協のほうは次年度以

降、これを作成するに当たっては、我々はこれでしか評価のしようが

ありませんので、できるだけ情報をここに記入していただけるとあり

がたく思います。 

 では、ほかにいかがでしょうか。 

仲野委員  私、６ページの地域の茶の間のことについて質問というか、意見み

たいな感じなのですが、一番下の項目に「世代間交流会の開催」とい

う項目がございます。例えば私がいる茨曽根地区では、茨曽根小学校

とタイアップといいますか、小学校の子どもたちが地域の茶の間に出

掛けて行って、そこのお爺ちゃん、お婆ちゃんたちと一緒にゲームを

したり、お菓子を食べたりという、小学校の子どもたちと茶の間が交

流する場を設けています。子どもたちが地域の茶の間に出掛けて行っ

たり、逆に小学校にそういうお爺ちゃん、お婆ちゃんたちを呼んで、

学校でそういうふれあいの場を設けという事業をやっていまして、私

たちがその仲立ちといいますか、今度はどこどこの茶の間に出掛けて

行こうねみたいなことを、そういう橋渡しをやってあげているという

のが、茨曽根ではやっているのですけれども、ほかの 11 小学校区でそ

ういう事例があるのかどうか、これは特に社協の皆さんに相談しなが

らやっているわけではないと思うので把握されていないかもしれませ

んが、地域でそういう小学校の子どもたちとこういう交流をやってい

たよというものがもしあれば、ほかの地域でもしそういうイベントを

やっていらっしゃるのであれば、逆に私たちもそれを吸収して参考に

していきたいなと思いますので、もし何かあればお教え願いたいと思

います。 

青木委員長  では、事務局のほうからご回答をお願いします。 

社会福祉協議会  社協の荏原です。 

 こちらで把握しているのは、月潟地区ですと保育園に声掛けをして、
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どちらかというと茶の間のほうからの声掛けで来ていただいて、交流

を深めているというところと、あと、同じく月潟地区ですが、ＳＣの

声掛け、生活支援コーディネーターの声掛けで、夏休みの小学生に声

掛けをして、二つの茶の間が交流をしている。あと、ほかにも味方に

も同様に生活支援コーディネーターが声掛けをしてというところで、

夏休みに交流をしているというところもあります。 

 そういう形で、どちらかというと地域の茶の間のほうからの声掛け

というのところがほかの地区は多いのかなと思っていて、仲野さんが

おっしゃったように、茨曽根を真似したいというところで、次期、次

年度はそのような取組みをしたいというような地区も声が上がってい

るところはあります。 

仲野委員  ありがとうございます。ぜひ、とてもお爺ちゃん、お婆ちゃん方も

子どもたちが来るとものすごく楽しいと喜んでいらっしゃいますし、

こういう活動はこれからもずっと続けていきたいと思っているので、

ぜひほかの地域にも参考にしていただけたらなと思います。ありがと

うございました。 

青木委員長  ありがとうございました。茨曽根の今の取組みが区内全体に広がっ

ていくということは非常に大事かなと思って聞いておりました。一つ

大事なのは、どちらからの働きかけかということも意外とあって、例

えば学校の立場から言うと、自分たちの学校の子どもたちを、例えば

茶の間に行くような方法を考えたときに、学校の校長先生の考え方一

つで、子どもの移動に何か不安があるとか、安全確保をしなければな

らないとかで、こういう活動にブレーキを踏むような傾向がないとも

限らない、だけれども、茶の間のほうから学校に働きかけて、ぜひ世

代間交流をしたいのだよというと、意外とそういうものがクリアーに

なったりすることもありますので、どちらから声を掛けたとしても、

安全確保が 100 パーセントとは言い切れないかもしれないけれども、

きちんとその辺の対策、対応がとれるということでやられるとスムー

ズにいくのかなと思います。大変ありがたい実践、事例の報告がござ

いました。 

 では、ほかにいかがでしょうか。 

町屋委員  （２）になるのでしょうか。認知症対策、在宅医療。私、大通で推

進委員をさせてもらっております町屋と申します。質問なのですけれ

ども、（２）の「認知症対策と在宅医療に対する理解の推進」という

ことで、前にも伺ったことがあるのですけれども、納得するかしない

かは個人的なことみたいな形で片づけられたような形になってしまっ
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たのですけれども、２番目なのですけれども、「地域ケア会議を活用

した関係機関のネットワーク構築」ということで、こちらは地域包括

支援センターと区役所の担当係長が集まって会議をされているのでし

ょうか。前はそのような形でお伺いしたのですけれども、区役所で会

議されている内容が、私、この推進委員をしていますのと民生委員も

地元でやっているのです。ちなみにこの会議をやっている内容がいく

つかあるかと思うのですけれども、私ども民生委員に何も下りてきて

いないというのが非常に感じまして、そういう話がその一つ上にあり

ます「ふれあい・いきいきネットワーク事業」ということで、確かに

民生委員は高齢者、障がい者のお宅を訪問いたしまして実情把握はし

ておりますが、課題が生じたときの相談先に困ることも多々あるので

す。そのときの解決策として、本来であればホームページの辺りにラ

イン的な画面があって、チャット式みたいな形で困った内容を入力す

ると、時間はおいてもやむを得ないと思いますけれども、担当の方か

ら返事をいただけるようなシステムがあれば困ったりはしないのです

が、今年も民生委員は相当な人数がお辞めになられまして、新任の方

が出てきております。今回、いろいろ課題があったのか、民生委員に

対しての対応が非常に厳しいことも起きております。今後、こういう

ことがないよに私も自分の担当している地域の運営もきちんとしてい

きたいというつもりで今回もおりますが、地域の包括支援センターに

相談をしても、持ち家の場合は本当に課題解決の様々な問題がありま

して。どこに相談したらいいのかというのを、いろいろな冊子を見ま

すと協議会の代表に相談して対処するようにということが書かれてい

るのですけれども、それは私も長くやっておりますので重々承知して

おりますが、一番困っているのが、代表をやっている私がどこに相談

したらいいかというのが困っている部分もありまして、いろいろな試

料を見ながら課題解決の方法も考えておりますが、評価すること自体

は私も非常に、これについては言うことはありませんが、やはり最善

な対応、地域の皆様が納得していただける内容にしてしていただける

よう、やはり一番先端にいる民生児童委員が少しでも答えを見出せや

すいように、今後、やはりそういうホームぺージの設定みたいなもの

を、もしできれば提案していきたいと思いますがという意見です。よ

ろしくお願いいたします。 

青木委員長  ありがとうございます。では、事務局、いかがでしょうか。 

事務局  各ケア会議の開催なのですけれども、まず区で１回、区の高齢者ケ

ア会議というものがございます。そこには、区内の病院や薬剤師、居
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宅とか関係機関の職員が集まって、南区の課題について話し合いをし

ているのが区のケア会議になっています。町屋さんもご参加されてい

ると思うのですけれども、そのほかに区ではなくて圏域ケア会議とい

うものがありまして、そちらには参加されていますか。 

町屋委員  していません。 

事務局  していませんか。包括支援センターが南区には三つございまして、

北圏域と南圏域と味方・月潟圏域で包括が中心となって圏域ケア会議

というものも開いておりまして、その開催会議が５回ということにな

るのですけれども、町屋委員はその圏域ケア会議の構成員になってい

るのでは。 

町屋委員  すみませんけれども、選ばれていないのだと思います。 

事務局  そうですか。失礼しました。中には、味方とか月潟とかは民生委員

もお呼びしているところもありますのでお聞きしました。そこで会議

を開いているのが区のケア会議、圏域ケア会議というものが計６回ご

ざいます。 

青木委員長  説明は以上ですか。 

事務局  あと、普段の相談先なのですけれども、まずは地域包括支援センタ

ーが地域の相談、高齢者の総合相談窓口になっておりますので、地域

包括支援センターに、あとは圏域ごとに支え合いのしくみづくりの推

進員がいますので、その支え合いのしくみづくりの推進員、もしくは

行政にご相談いただいて、関係者がつながることで対象者の支援にな

っていくと思います。まずは包括に相談していただいて、その内容が

行政のところにも上がってきますので、そこで解決に向けて取り組ん

でいきたいと思っています。 

青木委員長  説明は以上でしょうか。町屋委員、納得できましたか。 

町屋委員  すみませんが、包括から相談内容が区役所に上がっていないという

ことがよく分かりましたので、今後、どのような対応をとるかという

ものを考えていきたいと思います。分かりました。 

青木委員長  個別な事例はいろいろとあるのかもしれませんけれども、私がコメ

ントするものではないのですけれども、少なくとも私はここで言うと

区全体の会議を今ある意味まとめる立場にあるので、そこの中で何を

話しているかというと、ある意味南区全体の方向性みたいなもの、大

きい話ですよね。ですから、ここの認知症対策のところが過去最低と

なっているのは、要は今認知症の大綱が国で作られたり、認知症に関

する法律が新たに整備されたりということで、認知症対策に力を入れ

ているので、南区でもそのような目線でやっていきましょうと、そう
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いう関係者が集まってというところで、出て来られる民生委員は、こ

この区の会長、副会長という代表が出て来られていると思いまさす。

ですので、その圏域のところがそれぞれの包括支援センター単位の中

で民生委員がどういう人たちを人選されて承知しているのかは私は分

かりませんけれども、恐らく今町屋さんがおっしゃりたいのは、課題

を抱えた人が目の前にいて、何とかしていきたいのだけれども、それ

を解決するために一緒に動いてくれる人がいるようでいないような感

じを、私は、今お聞きしてそういう理解をしました。要は、包括に相

談しても、結果的に解決に結びついていないということなのでしょう

か。それが今の話で分かったということをおっしゃったと思いますの

で、この辺は、少し目詰まりを起こしているような感覚がしますので、

ぜひともこれは全体の話としてはあれですけれども、まずは区の健康

福祉課と町屋委員がおっしゃりたいことをまずは整理をして、どこの

問題があるのかをぜひ明らかにして、解決に結びつけてください。よ

ろしくお願いします。 

藤島委員  味方地区の藤島です。町屋さん、私たち味方の方は、１月だったと

思うのですけれども、この各ケア会議の開催ということで、民生委員

の定例会議の時に出席を取られて、出られるのならばということで、

この 11 日にケア会議を味方の方であります。民生委員全員に声が掛か

っておりました。ということです。 

青木委員長  では、よろしいでしょうか。町屋委員、また何か、不安だという形

で終わってしまいそうですけれども、よろしいですか。 

 では、ほかはいかがでしょうか。では、仲野委員、お願いいたしま

す。 

仲野委員  茨曽根の仲野です。私、２年前にも同じことを質問しているのです

が、５ページに書かれている「はかろう体重」のことがどうしても気

になっておりまして、これは実績を見ますと、令和６年のカード提出

が 716 枚、令和７年、これは見込みということでありますが、677 と

いうことで 40枚くらい実際に減っている。これから出してくる人がい

るのかどうか分かりませんが、今現在の数字としてはこれ、数字が減

っているという現状ですね。ここに書いてあるコメントとしては、初

めて参加した人が 109 人ということで、とてもこれで効果があったと

いうような見方をされているような書き方ですけれども、実質参加し

ている人は目減りしているというような状況で、歩数が増加した人も

結局半分に達していないということで、実際のところ、この事業その

ものが効果のある事業になっているのか、これは健康福祉課としても
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予算を使って行っている事業だと思いますし、もう少し何かやり方が

あるのではないのかなということで、例えば、私、サラリーマンでや

ったときに、私が所属していたところの健康保険組合とか、やはり同

じような歩こう選手権みたいな取組みがあって、毎日１万歩歩いたの

が月に何日間あったら達成賞として金一封差し上げるというとか、何

かそういうイベントがあって、皆、お金がもらえるのだったら頑張っ

て歩こうかなみたいな、そういうものがあったりしたのですけれども、

実際、今やっている取組みとしては、これはカードを出したからとい

って何か特別ご褒美があるわけではないみたいですし、ただ書いて出

すだけで、これでどのくらいの効果があるのかなと。実際、私も地域

生活センターで少し仕事をしていたりしているので、この冊子も毎日

のように見ているのですけれども、あまり持って行く人もいませんし、

来た人に強制的にこれを持って帰ってと言って無理やり預けているよ

うな感じになってしまっていますし、ほかの地域で聞いてみると、小

学校に行って無理やり子どもにその紙を配ってきたとかと言われたと

ころも実際に私は聞いていますし、何か非常に地域のほうで、生活セ

ンターの人たちもこの扱いについて困っているのではないかと思った

りするのです。そういうことなので、もう少し健康増進に役立つ方向

にこれをもっていけないのかなということで、ではどうしたらいいで

すかと言って建設的な意見は今浮かんでこないのですけれども、もう

少し何か案がないのかなということで、毎日私ももやもやしながら、

私自身も実はこれに参加はしているのですけれども、自分で体重とか

歩数とかを書きながら、これは何か意味があるのかなと考えながら、

自問自答しながらやっているのが現実なので、もう少し何か工夫が必

要なのではないかなという私の意見でございます。 

青木委員長  ありがとうございます。では、事務局、いかがでしょうか。 

事務局  健康増進係の岩見です。去年もご意見をいただいたり、今のご意見

でも、非常にこの事業のことを深く考えていただいているのがよく分

かりまして、本当にありがとうございます。おっしゃられたご指摘、

全部まとめてみまして、いくつか思うのですけれども、事業効果が、

成果が上がっているのかどうかということ、あとは地域で配られたカ

ードの扱いに困っている地域があるのではないかということ、あと、

もっと企画として工夫ができないのかということ、いくつも要素があ

るお話だったと思いますが、一つずつこちらの考えで説明させていた

だきますと、こちら、カード提出の 677 人には景品が出ております。

先ほど経験的に金一封をもらわれていたことがあるということでした
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が、金一封まではいきませんけれども、300 円分の達成賞を配ってお

ります。その 300 円の達成賞は、公共施設に１回無料で入れるか、あ

るいは 300 円の券として区内の果樹園や福祉作業所などの飲食店で使

える、どちらかで利用できるようになっています。確か昨年のご意見

では、公共施設に２回くらい、体育館やプールに２回くらいは入れる

と効果が少しは出るのではないかというご意見をいただいて、担当課

に相談にも行ってまいりました。ですが、２回も無料で入られると、

やはり向こうも収支がありましてできないということで、その工夫は

絶たれてしまいました。 

 事業効果については、景品が目的というわけではありませんが、や

はり 677 人が少ないとは私は思っていませんで、もっと人口の多い西

区などと比較しても、やはりウォーキングの企画で何百人という方の

参加を得るということは容易なことではないと思っています。南区で

ウォーキング講座をしていますけれども、その講座も 15人定員がやっ

と埋まるくらいですので、そう考えると講座でやった 15人埋まるかど

うかのところ 700 人くらいのご参加があるというのは、ある意味運動

のきっかけづくりとしては、費用対効果ではきっかけは提供できてい

るのではないかと考えて続けているところです。その 700 人の人が継

続運動できているかどうかまで、そこまで追ったり追加で達成賞を出

したりという、そういう強化はできていませんけれども、きっかけづ

くり、入口編としては皆さんが反応してくれている事業だと思ってい

ます。 

 もっと企画を改善できないかということで、工夫できるのではない

かということで、やはり景品を工夫するのが一番手っ取り早くて、来

年度の景品の 300 円券のあり方も変えたり、あとはカードの配布先、

地域で余って困っているという、今、貴重な生の声をいただけました

ので、むやみに地域に配るというのは我々も少し目標を変えようと決

めたところです。今まで１万枚のカードを配るということが長年の目

標でしたが、地域に余っているということであれば、やはり配り先を

変えまして、健康経営企業ですとか、あとは提出率がよいコミ協があ

りますので、それぞれの達成賞の返還率に合わせて、取り組んでくれ

るところに配るような形で、一律１万枚配るというところから少し濃

淡をつけた配り方をして、より反応があるような企画に変えようと思

って、来月、来年からは、少しリニューアルをしたいと思っています。 

仲野委員  ありがとうございます。そのカードの配り方は、本当に考えてくだ

さい。茨曽根でも実際のところ、先ほど茶の間の話をしましたけれど
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も、民生委員の方に茶の間にそのカードを持って行ってもらって、参

加した人に皆これを書いてねと言って配ったりして、多分茨曽根はだ

いぶ増えていると思うのですけれども、それが成功事例と言えるかど

うかは分かりませんけれども、またいろいろ考えていただきたいなと

思います。よろしくお願いします。 

青木委員長  ありがとうございました。大事なご指摘で、またそれをヒントに事

務局で新たにインセンティブをどう上げていくかということを考えて

ください。 

 一方で、今みたいにカードや紙を配るという、ある意味非常にアナ

ログ的なところも大事なのですが、恐らく今皆さんもそうですけれど

も、何とかウォッチみたいなものを付けて歩数を測ったり、アプリで

自分の健康管理をしたりなどということが今当たり前の時代になって

いるので、なかなかそういうアナログで自分で歩数や体重とかを書い

て記録に残す、それを見て気づきを得るということは大事なことなの

でしょうけれども、恐らくする側は煩わしいと思う人もいるのだと思

うので、いろいろな考え方がある中で、事務局がおっしゃったとおり、

漫然と何枚配ったから目標が達成できたという、そういう指標での測

り方ではなくて、これはなかなか結果や効果というのは出しづらいで

すよね。これがうまくいったからといって医療費が下がったとか、介

護保険料が下がったということが目に見えて分かればいいのですが、

そういうことはなかなか長期的に見通せませんので、まずは今仲野委

員からおっしゃっていただいたことが、すごくある意味現場というか、

本筋だと思いますので、ぜひ参考にお願いしたいと思います。 

西野委員  仲野委員の続きなのですが、やはり私もこの「はかろう体重」、そ

の上にある集団健診もそうですよね。自ら予約した人は 57 人だったの

だけれども、実際に 135 人いた。これはどういうことかと言うと、何

かの意味で増やしたのですよね。チラシだけを見て予約した人は 57 人

だったのだけれども、電話勧奨とか何かをやった結果なのか、135 人

いたと解釈すれば、この下の「はかろう体重」なども、もっと積極的

に、チラシでもってじっとして待っているのではなくて、積極的に動

いたほうがいいのかなと、動いてもらいたいと思ってコメントさせて

もらいました。 

青木委員長  ありがとうございます。では、今の西野委員のご発言に、何か事務

局からお返しできますか。 

事務局  健康増進係の岩見です。西野委員の積極的にというのは、行政が積

極的に配ってＰＲしたらいいのではないかという意味ですか。住民が
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もっと積極的にという意味ですか。 

 

西野委員  行政が積極的に動く。行政は、担当とかに頼むね、頼むねだけでは

なくて、健診に引っ掛かったような人たちのリストなどもあるかもし

れない。そういう人たちを積極的に行政が入っていったらいいのでは

ないかということです。 

事務局  分かりました。今のご指摘のとおり、確かに我々がコミ協とか小学

校に配ってねとお願いしておろすようなお願いの仕方が主流なので、

自分たちが直接どこかの団体に行って配るということはやっておりま

すけれども、それは主流ではないので、またそういう場を見つけて、

なるべく直接でも足を運んで配れる場を見つけていきたいと思いま

す。 

青木委員長  よろしいでしょうか。ここは何か難しいですよね。恐らく健康の維

持とかは、行政にやらされて健康を維持するというのも、これは自己

責任だということがベースにあるので、それを行政も限られた職員の

中でどれだけできるかということもあるので、ただ、今西野委員がお

っしゃったとおり、やはり健診に引っ掛かって悪いのが分かっている

のだけれども、それが受診に結びついていないというようなことが仮

にあるのであれば、もっと強い働きかけをしないということですよね。

そのように受け止めて、でき得る範囲の中でお願いしたいと思います。 

 では、ほかはよろしいでしょうか。 

青木（昭）委員  一つお願いと、あと二つほどお聞かせ願えればと思います。お願い

の一つは、５ページ目です。ほかのページにもあるのですけれども、

上から３番目でしょうか、運動や食事などのということの内容につい

てなのですが、どうしても私は仕事柄という感じで、数値評価になる

ために、いわゆる数字の単位を合わせてもらえればなというものがお

願いです。人と何割以上という表現があるのですけれども、何割以上

というのが何に対して何割なのかなという、この 188 人に対しての９

割以上ということであれば数字が分かるわけなので、２桁の数字を入

れてもらうとか、何かそういうことで、ぜひ数字の単位を合わせても

らえればなというのが私のお願いです。 

 それから、内容的には次の６ページ目です。（１）の地域のボラン

ティアの一番上、これも数字評価になっているわけなのですけれども、

相談随時というところでどうしてＡ評価になっているのかなというと

ころと、それから上から４番目のボランティア養成講座の開催という

ことで、６年度の実績には３回、７年度の計画は２回ということが挙
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げられているわけなのですけれども、このそれぞれの回数のテーマと

いうのは３種類あったのか、２種類あったのか、それとも一つのテー

マで絞っていたのかというところです。 

青木委員長  では、事務局から、最初に、全般的に言えることですけれども、先

ほど青木委員からもご質問があったとおり、何パーセントと言われて

も、その分母がよく分からないということなのですよね。要するに分

母がしっかり表わされていないからパーセンテージとしての感覚がよ

く分からないというのもありますので、一応ご要望として、これは今

後資料を整えるに当たって、その分母というのがある意味目標値とし

て分母を設定して、それがどれだけ達成できたみたいなことも当然出

てきますので、そこを少し改めていただきたいということと、あとは

６ページのところ、先ほど少し言いましたけれども、コメントと課題

の空白欄がだいぶ目立ちますので、そこを説明がない中で特に一番上

にある白根健康福祉センターをボランティア活動の拠点として活用し

ているというのが「相談随時」となっているのになぜそれがＡ判定な

のかという中身でしょうか。そういうことも含めながら、少し説明を

していただけますでしょうか。 

 そうしましたら、時間も押していますので、大変面倒になるかもし

れませんけれども、今、６ページのところ、コメント・課題欄がスカ

スカなので、ここを埋めていただいて、改めて委員の皆様方にお送り

いただくことはできますでしょうか。もう今日、明日にしろというこ

とではないので、お時間のあるときでけっこうだと思いますけれども、

そこを埋めたうえで評価がＡなのかＢなのかＣなのかということを委

員の皆さんは多分見たいのだと思いますので。では、お答えは今求め

ませんので、そこを埋めていただくということをお願いしていいです

か。いいですか。では、青木委員、それでよろしいでしょうか。 

青木（昭）委員  はい。 

青木委員長  では、ほかに。 

青木（昭）委員  単位の統一はどうなるのですか。 

青木委員長  単位の統一。それは、全部できますか。 

青木（昭）委員  何割という表現ではなくて、パーセントではなくて、同じようなも

のに、片方は 188 人ということであって、そして右のほうにいくと何

割以上という表現があるわけなので、その辺でどうして具体的な整数

の数字が出てこないのかという感じが。 

青木委員長  そうしましたら、今、この３月の年度末も押しているときなので、

今回、そこの修正、訂正については、大変恐縮ですけれどもご勘弁い
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ただいて、ここのコメントの課題の空白の部分だけはぜひ、ここがな

いとＡＢＣＤの意味がまったくよく分かりませんので、次年度以降の

計画書を、評価表をまとめていただくにあたっては、今ほど青木委員

がおっしゃったとおり、単位やそういうものをしっかりそろえていた

だく表記をしていただくということでお願いしたいと思います。 

 では、あと残り 20 分ほどしかなくなりましたので、まずは高齢者介

護支援、地域づくり分野については以上とさせていただきます。 

 続きまして、次第のほうにまた戻りますが、議事の（２）になりま

す。南区地域福祉アクションプラン地区別計画における令和７年度の

取組みと評価についてということで、説明をお願いしたいと思います。 

社会福祉協議会  お疲れさまでございます。続きまして、令和７年度の地区別計画の

推進についてということで、皆さんのお手元の資料２の「南区地域福

祉活動アクションプラン地区別計画評価表」をご用意いただければと

思います。こちらは、各地区の今年度の地区別計画の進行について一

覧にしたものになっております。今回の様式につきましては、昨年度

まで、前回委員会でＡ３版で集約した様式を提出させていただいたの

ですけれども、以前提出していたＡ４版の様式のほうが、そちらでも

望ましいのではというご意見もいただき、また検討いたしました。ま

た、文字の大きさとか、地区ごとに分けて整理させていただいていま

すし、実際、この様式が各地区のアクションプラン推進委員の方々と

ともにお作り、報告しているものですので、そういうものを直接生に

渡したほうがいいのではないかというところで、総合的に判断して今

回よりこのようなＡ４版の様式に変更させていただいております。ご

理解のほどよろしくお願いします。 

 今年度のこの地区別の計画についてです。６月、７月から各地区に

おいて検討委員会を中心に、計画推進のために会議を開催いたしまし

た。その内容につきましては、前回の委員会にてご報告させていただ

いたところです。その後、各地区での活動を経て、１月から２月、再

度地域の福祉活動を担ってくださっている皆様にお集まりいただき、

地区別計画に基づく令和７年度の取組み状況について振り返りと評価

の話し合いをさせていただいたところでございます。今回の本資料は、

令和６年度からの引き継ぎ内容を踏まえて、各地区における推進目標

に沿って実績を確認して評価をするとともに、新たに見えてきた課題

を整理して、それを踏まえた次年度に向けた取組みの方向性をまとめ

たものです。 

 主に各地区の報告、裏面、表の見方になりますが、めくっていただ
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くと、表面に地区ごとの名前が出ていますが、これが実施の内容なの

ですが、その各地区のところをめくっていただくと、ちなみに今例え

ば今２ページをめくっていただくと、これは見方とすると新飯田地区

の部分になりますが、評価となっている部分です。これは、今年度の

取組みに対して地区の皆さん自身の会議の中で評価していただいたも

のになっております。この住民参加とあるのは、住民参加のもとで地

区別計画に取り組みましたかという評価、その下の協議の場づくりと

いうところですが、これは地区別計画を取り組むにあたって話し合う

場面を設けたか、その下の関係機関団体との連携、協働、つながり、

広がりというところですが、取組みを行うことで地域住民や関係機関、

団体などとのつながりができたり、活動に広がりがあったかどうかと

いうことを見ています。その下、住民の理解、促進となっているのは、

取組みに対して成果があったか、関心や理解を深められたか、そして

周知、ＰＲとあるのは、活動の前後で地域住民は関係機関や団体に対

して周知を行ったかという評価項目になっています。これは、先ほど

いろいろと数値をというところもお話しがありましたけれども、なか

なか地域活動を数値化で評価することが難しい部分もありまして、数

値で計る指標があるものではないのですけれども、昨年度の活動事業

や取組みと比較して少しでも前進していたらよい評価というような形

でしております。 

 それでは、評価表の見方をご説明させていただきましたが、各地区

の取組み内容について代表的なものをご紹介したいと思います。 

 ページは少しお戻りいただいて１ページ目、２ページ目になります。

１ページ目、新飯田地区になります。推進目標の一つ目「支え合いの

しくみづくり」について、地域の茶の間がない自治会のエリアにおけ

るコミ協主催の移動式茶の間を今年度も継続開催され、舘と古町地区

で実施され、初めて参加される方も多くいらっしゃいました。また、

引き続き地域の事業所である特別養護老人ホームが茶の間への送迎を

担ってくださるなど、地域と福祉施設のつながりも継続して構築され

ています。 

 推進目標二つ目「地域活動への住民の参画推進」では、ラジオ体操

カードを全戸配布したことで、小学生だけでなく高齢者や大人も参加

するようになりました。その結果、地域内で顔見知りが増えるきっか

けとなって、これも世代間交流の活性化につながっております。今後

も茶の間拡大、世代間交流の定着化を引き続き進めていきたいと考え

ております。 
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 ２ページめくっていただくと、茨曽根地区になります。ページで言

うと３ページ目になります。推進目標の一つ目「支え合いのしくみづ

くり」では、グラウンドゴルフをきっかけに、介護予防、フレイル予

防を意識した場づくりを行っております。参加者同士の顔の見える関

係が広がり、地域での見守り機能の強化にもつながっているところで

す。 

 推進目標の二つ目「子どもたちを地域で育てる取組み」では、茨曽

根フェスティバルで小学校やＰＴＡの皆さんとともに企画、運営を行

っております。多くの若い世代からかかわっていただくことも踏まえ

つつ、子どもたちが自分の地域に親しみや愛着をもてる機会として実

施しているところです。一方このフェスティバルでは、地域の魅力を

外部に発信する機会にもなっているのですが、その地域の方を優先し

た運営のあり方について、さまざまなところ、さまざまな団体、さま

ざまな地域の住民の方が関心をもっていただくのですが、当面は自ら、

自分たちのこの地域の還元ができているかというところが少しご意見

が出てきまして、今後さらに検討が必要だと感じております。今後も

こういう事業を活用して、介護予防、見守り、あと地元愛の定着を深

めていきたいと考えております。 

 おめくりいただきまして、５ページ目になります。庄瀬地区になり

ます。庄瀬地区では、推進目標の一つ目「支え合いのしくみづくり」

において、生活支援サービス「なじらね庄瀬」を継続しております。

地域では、開業医の閉院や買い物場所の不足などによって移動支援の

ニーズが高まっております。また、利用する方々で認知症のある方の

支援なども求められる対応も広がってきております。今後もこうした

ニーズに応えていけるよう、利用ルールの確認を行うとともに、ボラ

ンティアや担い手の募集に継続して取り組んでいきたいと考えている

ところです。 

 また、推進目標四つ目の「組織強化」において、各自治会から保健

推進員などを選出してもらうことで、多くの方に地域にかかわってい

ただくこと、それが自治会長への負担軽減にもつながっているという

ような取り組みもされています。そして地域の障がい者就労施設との

継続的なつながりも大切にしながら、事業を通じた交流を行っていま

す。地域の社会資源である小学校を活用した「夜の学校」という事業

も行いながら、世代や地域の枠を超えて運営団体からさまざまな人が

かかわることで自発的に地域行事に参加する動きも広がっています。

今後もこういう既存の事業を大切にしつつ、ほかの団体とのコラボレ



- 32 - 

 

ーションなど工夫を重ね、マンネリ化しないように継続して取り組ん

でいきたいと考えております。 

 二つめくっていただくと、小林地区になります。すみません。この

小林地区のところで、文面のところに「小林新選組」という言葉が若

手の担い手グループで出てくるのです。すみません。この「選」とい

う選ぶという字が手偏の「撰」という字になりますので、この場を借

りてお詫び、訂正申し上げます。申し訳ありませんでした。 

 小林地区におきましては、推進目標の一つ目「支え合いのしくみづ

くり」では、生活支援サービス「お助け隊こばやし」が継続して活動

しているところです。また、南区の交通対策として、今年度、生活支

援サミットもこの小林地区を中心に開催いたしております。先ほども

庄瀬のところでもお話ししましたが、一方で活動が広がる中で認知症

の方への対応など、専門性を要する依頼も増えてきているというとこ

ろで、今後は、この専門的支援につなぐ前段階としての役割を整備し

ながら、社会資源として専門職がこのお助け隊こばやしの理解も含め

ながら、いろいろ共有していくことが必要なのだなということでご意

見が出ていました。 

 推進目標の二つ目になります。「子どもの健やかな成長を育む取組

み」では、「小林収穫祭」などをとおして、先ほども話した若い担い

手の「小林新撰組」がコミ協に参画して企画運営にも携わってくれて

います。今後も継続してかかわる仕組みを整えていくことで、将来の

地域活動の担い手につながることを期待しながらやっていきたという

ことで考えているところです。今後もコミ協として地域の健康づくり

啓発にも力を入れて、次年度におきましては、運動に加え健康講話や

飲食などを含めた健康増進の事業を、今年度は太極拳とかそういうこ

ともやっていましたが、10 回以上は実施していきたいということでお

話が出ておりました。 

 ２枚めくっていただいて、９ページになります。臼井地区になりま

す。推進目標の一つ目「交流・仲間づくりができる集まる場がある地

区」という事で、６月に小学校で合同防災訓練を実施いたしました。

小学生とコミ協役員などが参加して、煙テントや水消火器訓練などを

開催しております。役員の交替が例年ある中で、継続的な事業の実施

に向けて、引き続き内容や体制の確認が必要になってくるだろうとい

うことで、ご意見が出ております。 

 推進目標二つ目「ボランティアや地区活動を理解し関心をもてる地

区」ということで、小学校、中学校では年２回あいさつ運動や花いっ
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ぱい運動などの事業を行っております。開催日だけでなく、継続して

活動ができるよう、既存の事業を増やすなど検討し、住民同士のつな

がりづくりの機会をさらに深めていこうとご意見をいただいていると

ころです。 

 二つめくっていただきまして。長いですよね。 

青木委員長  あと 10 分しかないので、少しかいつまんでいただいていいですか。 

社会福祉協議会  分かりました。大郷地区になります。大郷地区、担い手ということ

で、育成ということで小学生との多世代の交流をすごく充実してやっ

ているところで、ここがメインとしながら今後も既存の活動、事業を

実施していこうということで書いております。確認等、中身を見てい

ただければと思っています。 

 13 ページ、鷲巻地区になります。こちらも交流の機会の創出という

ことで、コミュニティカフェとかそういうところのいろいろなＳＮＳ

を活用した発信を積極的にやって、広がっているということです。ま

た、防災の取組みについても鷲巻地区の中で危険について学ぶ機会を

得てやっているということで、今後もそういうところの情報発信を大

事にしながらやっていきたいということでお話が出ています。 

 15 ページ目になります。根岸地区になります。根岸地区は、ゴミ出

しの支援事業等をやっているところですが、高井東というところです

が、高井東の自治会で今後も増えていくけれども、その辺、担い手の

部分が課題だということになっています。そういうところ、担い手の

部分が、今後同じ自治会の中でも温度差が出てくるのでどうにかして

いかなければならないという話が出ておりました。あと、防災・減災

についての取組みも実施していますし、こちらはＳＣの方が事前にア

ンケートを取られました。今後、そのアンケートを活用しながら、ど

のようにやっていこうかというところを話し合いが出ていますし、そ

ういう中で茶の間等をつくっていければということで話が出ておりま

した。 

 では、17 ページになります。地域活動への取組みということで、大

通地区、クリーン作戦ということをやっていますが、これを広げてい

きたいということが出ていますし、やはり先ほどもあった生活支援サ

ービス「思いやりネット」の今後の移動支援の問題とか、そういうも

のも出ています。あと、茶の間の活動とかいろいろなところで引き続

き利用している「ボッチャ」というユニバーサルスポーツ、これをす

ごく活かした事業が今年度広がりましたので、そういうところで実施

していきたいと出ております。 
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 続いて２ページめくっていただきまして、白根地区になります。こ

ちらも生活支援サービス「白根お互いさま支援隊」のほう、こちらを

ブラッシュアップしていきたいということと、災害への取組み、あと

はさまざまな依頼の中でも小学校、中学校、高校等の学校関係者とも

取組みについて確認をやっていきたい。そのためには、まずその状況

を確認しなければだめだよねというようなところでお話が出ておりま

す。 

 では、21 ページ目になります。味方地区になります。味方地区にお

きましては、「みんなのみかた応援隊」、支え合いのしくみ生活支援

サービス、こちらでいろいろな高齢者の生活ニーズに応えることがで

きているというところ。あと、さまざまな推進目標の中で、小学校、

中学校、多世代の交流をしながら地域活動の縦割りのところを上手に

使いながら、いろいろなイベント事業に参加しているということが出

ておりました。今後もそういうつながりを意識して、いろいろやって

いきたということが概ね書いております。 

 最後に、月潟地区になります。月潟地区におかれましては、「つき

がた便利帳」というものを配布しながら、それを媒体としていろいろ

取り組んでいくということが書いております。また、移動式の茶の間、

「ふれあい茶の間」も実施いたしましたし、民生委員も替わられたと

いうことも先ほどお話がありましたが、情報共有の場というところで、

その辺りも考えていらっしゃるようです。 

 以降、12 地区になります。駆け足で説明させていただきましたが、

皆様、推進委員の方々のご協力もいただきながら実施していることも

ありましたので、次年度も引き続き実施させていただきたいと思いま

すし、ご協力、ご支援のほどよろしくお願いしたいと思っています。

すみません。以上です。 

青木委員長  ありがとうございました。すみません。私の進行がうまくなくて、

あと残り五、六分しかございません。今日、まだご発言いただいてい

ない皆様方から、特に今の各地区ごとの説明に何か補足等がもしござ

いましたら、では、寺嶋委員が最初、その後に阿部委員、池田委員、

長谷川委員からコメントをいただきたいと思いますので、お願いしま

す。 

寺嶋委員  地域の茶の間というところで先ほどお話が出てきたと思うのですけ

れども、地域の茶の間ではないのですけれども、新飯田地区では、地

域の文化祭で今回お茶席を設けまして、そこで小学生、中学生が浴衣

を着てお手伝いに入ってくれたのです。そうしたらすごく場が盛り上
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がって、大盛況だったというところがありまして、やはり多世代でご

ちゃまぜでやっていくというのがすごくいいのかなと思ったのですけ

れども、そこにつながるのですが、このアクションプランの中でも若

い世代との交流推進というところで出てきていたのですが、白南中学

校で毎年探求の授業がありまして、そこで「大好き新潟」と言って、

南区の福祉課題について中学生が探求をして、いろいろなアイディア

を出していくという、けっこう長い時間をかけてやるのですけれども、

そこで子どもたちからすごく毎年いいアイディアが出てくるのです。

そうなのですけれども、そこでアイディアプレゼンをするというとこ

ろまでがゴールになっているので、毎年すごくもったいないなと私は

感じていて、そこで出てきたアイディアが、少しでもいいのですけれ

ども、一つでも二つでも地域とか先ほどの茶の間とか、一緒に何かア

クションにつなげられたら、多世代交流にもなるし、中学生のやって

みたいという自分事の発信のプレゼンも活きてくるのかななどと考え

ました。 

青木委員長  ありがとうございます。続いて阿部委員、お願いします。 

阿部委員  臼井コミ協の阿部でございます。資料の９ページです。私どもでは、

できるだけ小学生からお年寄りまでができる限り顔を合わせていろい

ろなイベントができるような場を設けたいということで、防災、ある

いは花いっぱい、それからあいさつ運動、それからお祭り、お年寄り

の前で子どもたちがステージに上がってパフォーマンスを披露してく

れる。そういう機会をできるだけ多くしていきたいと考えています。

ただ、残念ながら、役員の入れ替わりが毎年１年ごとに変わってしま

う。これは何とかして、役員の発掘と、それからこちらのほうに続け

ていきたいなと。私もコミ協に入ってからズルズルと引き継いで今３

年やっておりますけれども、私が早く卒業できますように。というの

は冗談ですけれども、一番困っているのは、防災関係です。防災もや

はり役員がどんどん抜けてしまうということで、避難支援者の名簿を

いただいていても、では誰がこの人たちを助けにいくのか。そういう

課題は早めに解決しなければいけないと。もう一つ、昨年も話をさせ

ていただいたのですけれども、高齢者施設が地元に一つあるのです。

大切なお爺ちゃん、お婆ちゃんを預けているところ、当直の職員が一

人だったりして、ここでもし何かがあったときに、誰がこの人たちを

背負って動くのかどうかは別にしても、助けに行けるか。防災会議が

集まった時点では、毎年何とかしましょうねと話はしているのですが、

毎年入れ替わるので、毎年私がそこに首を突っ込んで何とかしません
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かという話をしていると。これを、何とか課題解決したいなと今思っ

ております。すみません。雑ぱくな話ですみません。 

青木委員長  ありがとうございます。では、池田委員、お願いします。 

池田委員  根岸の池田です。根岸も大通の川口さんからアンケートを取らせて

もらって、やっと庄瀬、小林、味方地区に諸々の住民のサービス、ゴ

ミだ、買い物だとか、そういうことを考えよう、茶の間も 11 ある地区

の三つくらい、ほかの地区も追いかけて何とかしよう、やっと皆さん

の地区に倣って何とかしようという動きが今年から出てくるだろうと

思って楽しみにしています。 

 あと、今年 11 自治会がある中で、九つの自治会長が替わられたの

で、またその辺の引き継ぎ関係も大変になってくるし、それでも自治

会長も若くなりましたし、組長も若くなって、平均年齢が 60を切った

くらいになったのではないかなと。今までは 70近かったのですけれど

も、若い世代が皆引き継いでくれているので、もう少しスピードを上

げて皆さんの地区に追いつけるように頑張ってくれるのではないかな

と期待しているところです。 

青木委員長  ありがとうございました。では、長谷川委員、お願いいたします。 

長谷川委員  ほかの地区の方の話を聞くと、小学生や中学生と一緒に活動するみ

たいな機会がたくさんあるようなのですけれども、白根地区は広くて

学校の規模も大きいものですから、そういう機会は非常に少ないです。

防災訓練などで声をかけても、来てもらえないというのが現状でした。

これからもその辺、声をかけていかなければならないなとは思ってい

るところです。 

 それからもう一つですけれども、どこかで話がありましたが、社協

と包括とコミ協と、それから役所の方と我々民生委員みたいなのが、

似たようなところで似たようなことをやっているのだけれども、何か

バラバラになっていてつながっていないなということを時々感じるも

のですから、その辺、何かスパッといく手はないかなと思ったりして

いるところです。 

青木委員長  ありがとうございました。では、各地区ごと、本来であれば、すべ

ての地区からコメントをいただきたいところですが、時間の関係があ

ります。最後に袖山委員と宮崎委員、今後、地区と離れて全体をとお

して何かコメントがありましたらお願いいたします。 

袖山委員  身障者協会の袖山です。いつもありがとうございます。私、全然違

うことなのですが、例えば人と人がすれ違うときに、こんにちはとか、

そういうあいさつが浸透する南区になってくれたらいいかなと思っ
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て、山とかに行くと自然にできるのですが、小さいお子さんたちにも

できるのですが、眉間にしわを寄せたお爺ちゃんとかにはなかなか声

がかけられなくて、それが南区はあいさつをします、しましょうとい

う声掛けが公式にあれば、もう少し勇気も出るし、大事なことなのか

なと思っています。 

青木委員長  ありがとうございます。では、宮崎委員、お願いいたします。 

宮崎委員  鷲巻地区の宮崎です。全体をとおしてというよりも、やはり同じよ

うな課題が皆さんもっておられるのかなと思うのですが、自主防災、

これは毎年やっていまして、ただその中で、防災士を目指して防災士

が必要だということで、鷲巻地区では防災士を今４人育成、指導して

いただきました。なおかつもっと高度な防災を皆考えていかなければ

ならないよと、そういうことも言われまして、ただ要支援者の誰がど

うやってというと、なかなかその地域、隣同士で、私どもはまだ組と

いうものがありまして、５人組、隣組で何とかやろうよと。けれども、

今は外へ働きに出ている人が多いものですから、なかなか高齢者が高

齢者を老々介護になってしまうので、なかなかうまくいかないという

現実があるのですが、そういうところでもなおかつ何か指導をしてい

ただけるものがあれば、地区ではリヤカーであるとか、いろいろそう

いうものを揃えてはおりますが、実際に誰が誰をというところをまだ

詰め切らないところがありますので、ちょうど消防を上がった方がい

ろいろそのように教えてくださるので、もっともっと、毎年皆で集ま

って三角巾だとか、人工呼吸で、そういうことだけではなく、もう一

歩進んだ防災をしていかなければならないのかなと。白根市は川に囲

まれています。水害、これについて一番考えなければならないとは思

いますけれども、もっと身近に高度なものが何かあればいいなと、教

えていただければと、行政からもお願いしたいと、そのように思いま

す。 

青木委員長  ありがとうございました。もう少し時間があれば、もっとご発言い

ただきたいところでありますが、時間がもう予定を超過しております。

お許しください。 

 では、以上でまずは、本日、私に与えられた議事の進行は以上とさ

せていただきたいと思います。どうぞ事務局の皆様方、今、委員の皆

様方からいろいろいただいたご意見、ご要望等については、次期の計

画のところに一つでも二つでもぜひ反映していただきたいと思いま

す。では、進行を事務局にお返ししたいと思います。 

事務局  青木委員長、ありがとうございました。 
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 続きまして、次第の４、連絡事項です。２点ございます。１点目で

すけれども、先ほど分野別計画の取組みと評価の中で話題に出ました

けれども、進行管理表の６ページと７ページですか、社会福祉協議会

の分の入力していただいた後に、何らかの形で委員の皆様にその内容

をお示ししたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 ２点目ですけれども、次回の会議の開催ですけれども、現在のこの

計画が８年度、次年度末で終了いたします。そのため、次年度は、８

７年度の委員会は、次期計画の策定年度になるところなのですけれど

も、現在、その計画の内容につきまして市全体で検討を進めている最

中でございます。よって、次年度の次回開催につきましては、また時

期が近づきましたらご案内したいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 それでは、以上をもちまして令和７年度第２回南区地域福祉アクシ

ョンプラン推進委員会を終了いたします。どうぞお気を付けてお帰り

ください。ありがとうございました。 

 


